
－この本を利用される方へ－ 
 

 

1．この人口は，昭和 30年 10月１日現在で実施されました国勢調査時の人口を町

別にしたものであります。 

 

2．この人口は，ふだん住んでいる世帯で調査されました。 

 

3．この人口は，速報人口ですから，国が発表する確定人口と多少の相違があるか

もしれません。 

 

4．ここでは，国勢調査の人口から，特別調査区の一部と水面調査区の人口とが除

かれております。 

 


